
 

文部科学省における政策評価について 
                   令 和 ３ 年 ８ 月 

                      大 臣 官 房 政 策 課 

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13年法律第 86号）第 10条等の規定に基づき、国

の行政機関は、毎年度、政策評価を実施し、作成した評価書を総務大臣へ送付するとともに、公表す

ることとされている。 

 

 １．政策・施策の事後評価（令和２年度までの実績）  

○文部科学省の施策目標のうち、平成 28年度から令和２年度までの実績（５年間）を踏まえて

17施策について必要性、有効性、効率性の観点から事後評価を実施。 

○事前に設定した測定指標について、平成 28年度から令和２年度までの５年間の達成状況等を踏

まえて５段階で判定（目標超過達成／目標達成／相当程度進展あり／進展が大きくない／目標

に向かっていない）。政策評価に関する有識者会議に諮り、３施策が「目標達成」（５段階中２

番目）、14施策が「相当程度進展あり」（５段階中３番目）の評価。 

【事後評価対象施策一覧・測定結果】 

・施策目標１－２ 海外で学ぶ児童生徒等に対する教育機能の強化   （相当程度進展あり） 

・施策目標１－３ 魅力ある教育人材の養成・確保          （目標達成） 

・施策目標１－４ 生涯を通じた学修機会の拡大           （相当程度進展あり） 

・施策目標１－５ 家庭・地域の教育力の向上            （相当程度進展あり） 

・施策目標１－６ 男女共同参画・共生社会の実現及び学校安全の推進 （相当程度進展あり） 

・施策目標２－１ 確かな学力の育成                （相当程度進展あり） 

・施策目標２－３ 健やかな体の育成                （目標達成） 

・施策目標２－４ 地域住民に開かれた信頼される学校づくり     （相当程度進展あり） 

・施策目標２－７ 幼児教育の振興                 （相当程度進展あり） 

・施策目標２－８ 一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進   （相当程度進展あり） 

・施策目標３－１ 義務教育に必要な教職員の確保          （目標達成） 

・施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上       （相当程度進展あり） 

・施策目標 12－１ 文化芸術の創造・発展・継承と教育の充実     （相当程度進展あり） 

・施策目標 12－２ 文化芸術を通じた創造的で活力ある社会の実現   （相当程度進展あり） 

・施策目標 12－３ 文化芸術を通じた心豊かで多様性のある社会の実現 （相当程度進展あり） 

・施策目標 12－４ 文化芸術を推進するプラットフォームの形成    （相当程度進展あり） 

・施策目標 13－１ 国際交流の推進                 （相当程度進展あり） 

※目標達成としている施策についても、今般の評価結果及び評価期間中の状況変化等を踏まえ、今後、より適切な

測定指標への見直しを含め、教師の養成・採用・研修等の改革や学校の望ましい指導体制の在り方の検討を進め

るなど更なる施策の推進を図る。 



 

 

 ２．事前評価（令和４年度からの取組）  

（１）新規・拡充事業に関する事前評価 

○令和４年度概算要求で新規要求等を予定している研究開発事業のうち、総額 10億円以上を要す

ることが見込まれる９事業（新規９件）について事前評価。 

○科学技術・学術審議会に諮り、９事業とも必要性、有効性、効率性等が認められた。 

・ナショナルバイオリソースプロジェクト【新規】 

・生命科学・創薬研究支援基盤事業【新規】 

・医療機器等研究成果展開事業【新規】 

・次世代がん医療加速化研究事業【新規】 

・ワクチン開発のための世界トップレベルの研究開発拠点の形成【新規】 

・気候変動先端研究プログラム【新規】 

・次世代 X-nics半導体創生拠点形成事業【新規】 

・総合知による災害対応 DX推進事業【新規】 

・研究データ利活用のエコシステム構築事業【新規】 

 

（２）租税特別措置等に関する事前評価 

○法人税・法人事業税・法人住民税に関する租税特別措置等１件について事前評価。 

○政策評価に関する有識者会議委員に諮り、必要性、有効性、相当性等が認められた。 

・博物館の機能強化を図る法改正に伴う税制上の所要の措置等 

 


